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（日時・場所）
開催日：令和８年２月５日
場　所：財務省

（出席者）
山九株式会社 東京支店 首都圏業務・通関センター 通関第二係 係長　中村充彦
山九株式会社 神戸支店 関西業務・通関センター 輸入通関係 マネージャー　東　陽太
株式会社阪急阪神エクスプレス 東日本通関部 東日本通関管理課 主事　新井伸佳
株式会社阪急阪神エクスプレス 東日本通関部 東日本通関管理課　松本恵梨子
マースクロジスティクス＆サービスジャパン株式会社 AEO総括管理室長　田中慎啓
A.P.モラー・マースク 関税・貿易コンサルティング部 シニアマネージャー　耿　爽
マースクロジスティクス＆サービスジャパン株式会社 通関課　マネージャー　生土美幸
一般社団法人日本通関業連合会 専務理事　今野孝一
財務省関税局経済連携室 室長　平田哲也

（司会）
財務省関税局経済連携室 課長補佐　伊佐友希

※文中では敬称を省略させていただきました。

昨年６月、日本通関業連合会において通関
士を対象とした「EPA関税認定アドバイザー制
度」が創設され、財務省後援の養成講座を経て、
現在60の通関業社に所属する93名の通関士が認
定されています。関税ルールの専門家である通
関士が、その専門知識や知見を活かし、身近な
専門家として企業の状況に応じたEPA特恵関
税の活用などに係るアドバイスを提供し、中小

企業を含めた輸出拡大に貢献していただくこと
が期待されており、財務省関税局・税関として
も制度の後方支援を行っているところです。
本日は既にアドバイザー業務を事業化されて
いる３社から７名の認定アドバイザーの皆様方
にお越しいただき、足元の事業概要や今後の展
望等について、お話を伺いました。

EPA関税認定アドバイザー座談会
～EPAの利活用は、私たちアドバイザーにお任せください～

主催：財務省関税局
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司会・伊佐　初めに、日本通関業連合会今野専
務理事よりEPA関税認定アドバイザー制度の
概要についてご説明いただきます。

EPA関税認定アドバイザー制度の概要
と認定アドバイザーへの期待

日本通関業連合会・今野　日本通関業連合会
で専務理事をしております今野です。どうぞよ
ろしくお願いいたします。また、本日はこのよ
うな座談会をセットしていただいた財務省関税
局経済連携室並びに日本関税協会の皆様には感
謝申し上げたいと思います。ありがとうござい
ます。
EPA関税認定アドバイザー制度の概要をご

説明させていただきます。財務省関税局では一
昨年６月、国内企業、特に中小企業によるEPA
の利用拡大を図る上で、課題と対応策を検討す

るため、学識経験者、輸出入事業者及び通関業
者から構成されるEPA利用推進有識者勉強会
を立ち上げ、昨年１月に報告書が公表されたと
ころです。この報告書の中で、中小の輸出入事
業者がEPAを利用する場合、関税分類、原産地
規則といった専門知識を有していないことが利
用の妨げになっていること、また、利用を推進
するためには外部の専門家の支援が必要不可欠
であるということが指摘されました。これらの
課題を解決するため、関税分類や原産地規則と
いった専門知識を持ち、また日常的に輸出入通
関業務を行っている通関士が専門家としてふさ
わしいこと、かつ親和性も高いことから、通関
業・通関士の団体である当連合会がEPAに特
化した養成講座を実施し、高度な専門性を持つ
通関士を認定アドバイザーとして認定すること
が適当ではないかというご提言をいただきまし
た。

後列左から、今野（日本通関業連合会）、田中（マースク）、生土（マースク）、耿（マースク）、平田（財務
省）、伊佐（財務省）
前列左から、東（山九）、中村（山九）、新井（阪急阪神エクスプレス）、松本（阪急阪神エクスプレス）
※いずれも敬称略
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一方で、EPA利用に関する相談業務について
は、現状、通関手続に付随したサービス業務と
捉えられており、無償でサービスが行われてい
るという実態がアンケート調査の結果、判明し
ております。このような状況を受け、連合会と
しては政府・関税局が取り組むEPA利用の推
進を支援することは、事業目的にも合致するこ
と、また、通関士の仕事に関しては、AIの急速
な進化により、将来なくなる可能性が高い職業
の一つとして取り上げられるなど危機感を持っ
ているところでした。今回の提言は、通関士の
目指すべき姿の一つであると考えられることか
ら、連合会としてEPA関税認定アドバイザー制
度を事業化、運営することに決定しました。
このような経緯を経て、昨年６月、EPA関

税認定アドバイザーの養成講座を初めて開講
し、養成講座で合格に達した通関士93名に対し
EPA関税認定アドバイザーとしての認定証を
連合会会長から交付したところです。
この認定制度の制度設計にあたり、特にこだ

わった点が２点あります。一つが、他の民間団
体が実施する類似の認定制度との差別化を図る
観点から、財務省の後援を申請することといた
しました。結果、養成講座に対し財務省の後援
が認められました。
もう一つは、関税局の勉強会に参加した有識

者から認定アドバイザーの対象は通関士試験の
合格者でよいのではないか、つまり連合会に加
盟する通関業者に所属する通関士以外の方も含
めた通関士試験の合格者も対象としてもよいの
ではないかという意見が出ましたが、本制度は
国家資格である通関士に屋上屋の資格を与える
ものではございません。通関業として認定アド
バイザーを活用し新たなビジネスモデルを検討
してもらいたい。すなわち、通関士個人に対す
る資格の付与という位置づけではなく、通関業
に働く通関士を対象とした認定制度を導入した
ものです。
なお、認定アドバイザーの養成講座は、今後

とも毎年継続して開催する予定で、令和８年度

は、６月ないしは７月に第２回目の養成講座を
開催するということで準備を進めているところ
です。

司会・伊佐　次に、財務省関税局平田経済連携
室長より、認定アドバイザーの皆様への期待を
伺います。

財務省関税局経済連携室・平田（以下、平田）　
財務省関税局経済連携室長の平田と申します。
本日は認定アドバイザーの皆様、ご多忙のとこ
ろ、座談会に参加いただきありがとうございま
す。経済連携協定（EPA）の状況ですが、日本
では、現在20の国・地域との間でEPA等が発
効しており、近年は、CPTPP、日EU・EPA、
RCEPといった、いわゆる「メガEPA」が締結さ
れております。
新規のEPAとしては、本年２月６日に日・バ
ングラデシュEPAの署名が行われ、３月５日に
日・アラブ首長国連邦（UAE）CEPAの交渉妥
結が発表されたほか、湾岸協力理事会（GCC）
やトルコとも鋭意交渉中です。また世界的にも
EPAのネットワークは広がっています。
一方、国際貿易の世界においても、保護主義、
自国主義的な動きが強まる中、EPAをどのよう
に利活用して今後の日本経済の発展に繋げてい
くかということは非常に重要なことと考えてい
ます。このように、EPA利活用の可能性が広
がっているところですので、EPA関税認定アド
バイザーの皆様への期待は非常に大きいです。
ぜひ、通関士として国際貿易の第一線で活躍さ
れているご知見、ご経験を活かし、EPAを利用
しようとされている輸出入事業者に適切に有益
なご助言をしていただいて、EPAの利活用、ひ
いては日本経済の一層の発展に寄与していただ
ければと思います。



2026.04　貿易と関税　47

EPA関関税税認認定定アアドドババイイザザーー
ににごご相相談談くくだだささいい

一一般般社社団団法法人人日日本本通通関関業業連連合合会会
〒105-0001 東京都港区虎ノ門2₋3‐20虎ノ門YHKビル8階

Email：jcba@tsukangyo.or.jp

TEL.03-3508-2535

EPA関関税税認認定定アアドドババイイザザーーをを調調べべたたいい人人はは

輸輸出出入入のの際際にに
利利用用ででききるる
EPA・・関関税税率率はは？？

輸輸出出入入貨貨物物のの
HSココーードドをを
知知りりたたいい

原原産産地地はは
どどううややっってて判判断断
すすれればばいいいいのの？？

検検認認・・事事後後確確認認へへのの
対対応応ははどどううししたたらら
いいいいのの？？

お問い合わせ

関関税税分分類類・・
原原産産地地規規則則
ななどどEPAのの
利利用用にに関関すす
るる疑疑問問はは？？

世界の貿易環境が大きく変化する中、企業が事業戦略として経済連携協定（EPA)を
十分に活用されていない状況から、日本通関業連合会では、EPAの利用に必要な関税
分類、原産地規則などのスペシャリストである通関士（国家資格）を対象とした認定
アドバイザー制度を導入しました。
認定アドバイザーは日本通関業連合会が主催（財務省後援）する養成講座を受講
し、認定試験に合格した通関士です。EPAのご利用から輸出入通関手続までワンス
トップでご相談頂けます。

資料１：EPA関税認定アドバイザー
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認定アドバイザー自己紹介

司会・伊佐　それでは、認定アドバイザーの皆
様に自己紹介をお願いしたいと思います。

マースク・田中　マースクの田中と申します。
自己紹介として経歴を簡単に説明させていただ
くと、以前から通関士として従事していました。
弊社のお客様企業から関税周りのことを整備し
てほしいということで、その企業に出向して、
お客様の関税・通関周りの体制整備をやってい
ました。そして、AEO管理室室長としてマース
クに戻ってきたところで、EPA関税認定アドバ
イザーのお話があって、そのお客様のところで
対応していた関税・EPA関連の業務内容とほ
ぼ一緒だったので、取得をさせていただきまし
た。

マースク・耿　マースクの耿（コウ）と申しま

す。18年前に日本にまいりました。東京大学と
海外の研究機関で国際貿易法を専門として８年
ぐらい研究してまいりました。その間に、弁護
士事務所や国際機関に勤務しておりました。就
職してからは住友グループで本社と海外子会社
の間の輸出入を担当しておりました。その後、
コンサルティングファームの２社において、関
税コンプライアンスのアドバイザーとして長年
働き、１年半前にマースクに入社いたしました。

マースク・生土　マースクロジスティクス＆
サービスの生土と申します。普段は通関課の方
でオペレーションマネージャーをしています
が、通関士としてかなり長いこと実務をやって
おります。通関士はどちらかというと海上は海
上、航空は航空というところで、分野は分かれ
がちですが、私は航空と海上両方をやったり、
東名阪の主要港の通関に従事させていただいた
りというところで、そうした経験を通じてより
通関士としての専門性を深めていきたいと思っ

資料２：EPA等の現状
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てEPA関税認定アドバイザーの資格を取得し、
今ここに至っております。

阪急阪神・松本　阪急阪神エクスプレスの松
本と申します。現在入社５年目で、入社より３
年間、航空輸入の通関業務を行っておりまし
た。入社４年目から現在所属している通関シン
クタンクチームというEPAを中心にした輸出
入者様のサポートを行うチームに所属しており
ます。

阪急阪神・新井　阪急阪神エクスプレスの新
井と申します。松本と同じで、現在、通関シン
クタンクチームに所属しております。1996年入
社で今年度で30年目になります。在籍期間の７
割程が通関部署所属で、残りの３割程が営業や
カスタマーサービス部署所属です。また、2002
年から３年間、民営化される前のNACCSセン
ターに出向し、税関から出向して来られた方と
一緒に仕事をさせていただき、貴重な体験とな
りました。

山九・中村　山九株式会社の中村と申します。
私は弊社の東京支店、首都圏業務通関センター
に所属しております。主に輸出の通関を担当し
ておりまして、EPAに関する相談を受ける機会
が増えてきたところになります。今後、EPA関
連でアドバイザーとして、お客様の支援を行っ
ていきたいと考えております。

山九・東　山九株式会社の東と申します。先ほ
どご紹介させて頂きました中村が首都圏通関セ
ンターに勤務している一方、私は関西業務通関
センターで、関西圏の通関の部署に在籍してい
ます。普段は、輸入通関のマネージャーとして、
審査と品質に関わる業務に携わっております。
通関業務の経験としては、20年強ぐらいで、ま
だまだこれからだなというところもある中、今
回、EPA関税認定アドバイザー取得に到りまし
て、これからますます邁進していきたいと考え

ております

養成講座受講のきっかけ

司会・伊佐　まず、養成講座を受講したきっ
かけ、そして受講・認定後の感想を伺えますで
しょうか。

阪急阪神・松本　弊社の通関部の中には、我々
が所属している通関シンクタンクチームという
輸出入者様に対してEPAの勉強会を開催した
り適用に向けたサポート業務を行っているチー
ムがございます。今回、認定アドバイザーの第
１期生ということで、当チームの今後の活動を
広げていくためにも、このチームメンバーを中
心に養成講座を受講させていただきました。受
講では、税関ご出身の方のお話に加え、EPA活
用が進んでいらっしゃるメーカー様からは、企
業視点でのメリットや大変と感じてしまうポイ
ントのお話を伺えました。さらには財務状況と
いう企業会計面を交えた講義があり、今までの
活動で行ったことが無い分野についても学ぶこ
とが出来、とても有意義な講義を受けさせて頂
きました。認定を頂いた後は、アドバイザーと
して講義で学んだことを実際の活動に試行錯誤
しながら取り入れ、より一層EPA活用拡大のお
役に立ちたいと思っております。また、常に知
識をアップデートをしていくことや、アドバイ
ザーとしてのコンサル力についても高めていか
ないといけないと考えております。

山九・中村　養成講座を受講したきっかけで
すが、弊社内で数年前から関西の方で通関コン
サル活動を先行して実施した経緯がございま
す。現在は関東、関西の双方が既存のお客様・
荷主様を中心としたコンサル活動を徐々に展開
しつつあります。日本から輸出される貨物につ
いて、海外でのEPAや原産地証明書を利用した
いというニーズ、また、その取得の支援を求め
る声が少しずつ増えてきております。その流れ
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の中で、認定アドバイザー制度が開始されて、
まさにコンサル活動する上で必要になる内容で
あり、渡りに船という状況で、受講させていた
だきました。
受講内容の感想としては、特に税関ご出身の

方で、実際にコンサルとして活躍されている講
師の方や、さまざまな経歴をお持ちの講師の方
の実体験を講義の中で聞くことができたので、
今後のアドバイザーの業務を進める上で、非常
に参考になったと感じております。

マースク・生土　受講したきっかけというの
は、弊社の中にはGTCCというグローバルでコ
ンサル業務を提供しているチームがあるという
ところが一番大きなきっかけではありました。
また、私も個人的に通関士としてもう少しコン
サル業務や付加価値のあるサービスをお客様に
提供したいと思っていた時期だったので、先ほ
ど中村様や東様もおっしゃいましたが、渡りに
船ではないですが、いいタイミングだと思い、
受講させていただきました。
また、これも同じ感想ですが、今回の講座に

関しては、税関出身の方のお話を聞くことがで
きたということ。また、自動車メーカー等お客
様側の方のお話を聞くことができたというとこ
ろがとても大きかったです。その後、まだ私が
携わる件数はあまり多くはないですが、どうし
たらお客様により伝わるだろうか、こういった
ところをGTCCでできないかといったような社
内提案をできるようになったところが、一番良
いところと感じております。

司会・伊佐　養成講座で税関出身の職員の方
のお話が参考になったとのお話がありました
が、他にこういう科目があればよかったとか、
こういうお話が聞きたかったというのはありま
すか。

山九・東　アドバイザーの業務を推進するに
当たり、必ず商工会議所さんとのやりとりも出

てきます。税関ご出身の方のご講義も非常に為
にはなりましたが、是非とも、今後、商工会議
所さんの方々のご講義を盛り込んで頂けたらと
いうのは感じました。

司会・伊佐　また、生土様からは社内で提案を
しやすくなったとのお話もありましたが、受講
や認定アドバイザー認定後の社内や社外の反応
はどのようなものでしょうか。

マースク・生土　GTCCコンサルティングチー
ムの者がお客様からの引き合いを持ってくるの
ですが、この時に、日本国内でこのサービスを提
供することができるか、という問い合わせが来
るようになったという点が一番大きいと思いま
す。というのも、これまでは、日本でもしビジ
ネスを獲得したとしても、中国ですとか、もち
ろん経験や知識も豊富なのですが、やはり言語
の壁というところが弊社の中ではあったので、
そこを日本語でやり取りできるようになったと
いうのは大きいところかと思います。

山九・東　社内的な影響で申しますと、先ほ
ど、弊社中村の方からもお話がありましたよう
に、弊社では関西地域が先行して、こういった
活動を進めました。ただ、なかなか全国的に認
知度が高まらない中、今回EPA関税認定アドバ
イザーという、財務省後援の制度が出来たこと
によって、やはり会社としても、「これはやらな
いかんな」という思いが出てきて、本社主導での
アドバイザー業務への取組みが加速化され、講
座を受けた事が、大きな切っ掛けになったと感
じております。
社外的な動きとしては、私、大阪通関士部会
に加盟しておりますが、やはり各地区の通関業
会が、このEPA関税認定アドバイザーのことに
前向きな状態で、各地区のアドバイザーを集め
て座談会を開いたりしており、横のネットワー
クが広がったという事で、非常に良かったと感
じております。
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阪急阪神・松本　弊社内では、営業やグロー
バルセールス部といった他部署へ認定アドバイ
ザーを取得したことを発信し、さらに営業活動
の中でお客様へも展開して頂いたことにより通
関シンクタンクへお話を伺いたいだとか、認定
アドバイザーはどういう者なのかという話を頂
くことはございました。認定アドバイザーの知
名度はまだこれからであると思いますが、私自
身は通関シンクタンクチームに入って２年目と
なる中で、昨年に比べるとEPAの活用について
ご相談があるというお問い合わせが増えてきた
ように感じております。

認定アドバイザーとしての今後の抱負

司会・伊佐　ありがとうございます。次に認定
アドバイザーとして、今後どういったことに注
力していきたいか、今後の抱負についてお聞か
せ下さい。

マースク・田中　日々感じていることとして、
言うまでもないことですが、課題として認知度
が低いというのがよく挙げられています。私自
身取得してから、日本関税協会や税関の原産地
部門の方など、色々な方に話す機会があり、そ
ういったところで知名度を広げていただくよう
に依頼をしたり、私自身の発言の場で広めるよ
うに発信をしていきたいと考えております。当
社はGTCCというコンサルティングの部門があ
り、EPA等、関税の支援を主にやっていますが、
そういうのを受け入れる体制は既に整っている
状態ですので、この辺は強みを活かして支援と
ともにアドバイザー制度も広めていきたいと考
えています。
また、AEO管理室長として総括管理部門を担

当しており、営業やカスタマーサービス等、お
客さんと接する部門に対しても、社内でトレー
ニングを行っています。ただそのメンバーの知
識が不十分なところがありますので、社内でそ
のあたりの知識向上をしていって、営業等から

発信していけるようにできればより広がってい
くとは考えています。

阪急阪神・新井　現在EPAを適用していても
一部の品目に限られていたり、検討はしている
ものの、適用へ踏み出せていない企業はまだた
くさん埋もれていると考えられます。その部分
をいかに発掘していくかにかかってくると思っ
ております。現在は営業担当者を通じてお客様
にヒアリングをし、対面やウェブで勉強会など
も開催しています。あとはいかに深く入り込ん
だ聞き方をして、お客様の要望や悩みをうまく
引き出していけるかが重要だと思っており、試
行錯誤しているところです。

山九・東　社内的な目線の抱負としては、当
然、今回のこの認定アドバイザー制度を用いて、
このアドバイザーという業務を事業化出来たら
いいというのがあります。社外的な目線として
はこのEPA関税認定アドバイザー制度が、以前
作ろうとしていたマイスター制度に変わるもの
だということもありますので、このEPA関税
認定アドバイザー制度がうまく回って、現在の
通関士の働きがいの向上に寄与出来ること、ま
た、今、通関士不足が非常に言われていますの
で、この認定アドバイザー制度によって通関士
の知名度を世間一般に広めることによって、今
の若い人たちが通関士になりたいという需要を
掘り起こせるようなことになればと考えていま
す。ですので、初代認定アドバイザーが頑張っ
てこれを事業化させるのが一つ大事だと考えて
おります。

関税局・税関の後方支援への期待

司会・伊佐　認定アドバイザー制度の知名度
が低いというご指摘があり、また山九・東様か
ら通関士そのものの認知度を上げていきたいと
いうお話もありました。関税局としても後方支
援の一環として、EPA関連セミナー等の開催時
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には、認定アドバイザー制度の紹介をしており
ますが、今後、関税局・税関からどのような後
方支援を期待されますか。

山九・東　通関士というものを若い人にまず
知ってもらわなければ、通関士になる人は当然
出てこない訳ですが、神戸と大阪の通関士部会
レベルでやっている話として、大学に「通関士っ
てこんな仕事ですよ」という紹介をしています。
私自身は実際行ってはいないですが、講演をし
た通関士の方によれば、学生は非常に興味を
持って話を聞いてくれたという声も聞こえてい
ます。当然、関税局が色んな媒体を使って、認
定アドバイザーを広げて頂くことも大切だと思
いますが、そういう草の根的な活動が非常に重
要だと感じております。

マースク・田中　通関士は士業としては独立
開業ができないものだと理解していますが、
EPA関税認定アドバイザー制度も一つの足が
かりですが、士業として独立できるような体制
ができれば、今から通関士になろうという人も
出てきたり、認知度も上がっていったりすると
思っています。

阪急阪神・新井　EPA関税認定アドバイザー
に認定されるためには通関士であることが大前
提になっていますので、通関士という資格に興
味を持ってもらうことが重要だと思います。そ
のために通関士がいかにやりがいのある仕事で
あるかをアピールしていくことにより、通関士
の志望者が増えていい方向に向かっていくと感
じております。

司会・伊佐　ありがとうございます。財務省
としても、認定アドバイザー制度の後方支援を
しっかりやっていきたいと考えておりますの
で、引き続きよろしくお願いいたします。次に、
各社様からEPA関税認定アドバイザー関連の
業務紹介をお願いします。

認定アドバイザーに関連する業務の紹介

山九・東　弊社の取組み内容を、資料３に基づ
いて説明させて頂きます。下の方の二重線での
括弧中の内容が基本的な業務と業務項目となり
ます。
１つ目が貨物にかかわる原産地証明書取得の
為のHSコード採番業務、対比表作成業務支援で
す。
２つ目が日本発着経済連携協定（FTA/EPA）
にかかる通関診断です。これは何かと申します
と、まだEPAを使っていないお客様は、現地で
輸入された際、EPA活用による減税効果がどの
位あるのかが、よく分かりません。現地で輸入
される際のHSの情報を貰えたら、それに基づい
て減税効果のシミュレーションが出来ますが、
なかなかそういった情報を貰えない中、日本輸
出時のHSコードに基づいて、現地でのEPA活
用による関税の減税効果がどの位になるかとい
うのを算出しています。
３つ目が、日本発着経済連携協定（FTA/
EPA）業務のアウトソーシングで、全てひっく
るめて弊社に任せて下さいというようなことを
取り組もうとしています。ここの記載に関して
は、輸出のことを大雑把に書いていますが、当
然輸入についても、FTA/EPAのお問い合わせ
は多々ありますので、それも含めて色々と対応
させて頂いている状況です。

阪急阪神・松本　資料４は当社のシンクタン
クチームで作成したEPA関税認定アドバイ
ザーについてのチラシで、実際に営業やCSな
どの他部署とも通じて、お客様への説明用や宣
伝用に使用しております。チラシのメインには
輸出者・輸入者様のEPA活用のメリットの例
を押し出して、きっかけ作りにしていただこう
という内容になっておりますが、サポートをさ
せていただいている具体的な内容につきまして
は、お客様の理解度に応じてお取扱商品と対象



2026.04 貿易と関税 53

資料３：山九の取組み

①輸出貨物に係る原産地証明書取得の為のHSコード採番業務
(対比表作成業務支援)

②日本発着経済連携協定(FTA・EPA)に係る通関診断
(EPA税率適用時の減税効果シミュレーション・EPA税率適用
方法のレクチャー)

③日本発着経済連携協定(FTA・EPA)業務のアウトソーシング

些細なご質問でも結構ですので、弊社営業・ＣＳ担当者まで、
お気軽にお問い合わせください。

◆ 原産地証明書発給を要求されているが、対応方法が分からない。
◆ 原産地証明書発給を要求されているが、対応要員がいない。
◆ 原産地証明書発給の為の原産地判定方法が分からない。
◆ 原産地証明書発給の為のHSコード採番が出来ない。

EPAEPAの適用、お困りごとはありませんか？

経済連携協定(EPA)をうまく活用すれば、

関税コストの大幅な削減が実現します

弊社では、お客様のニーズにお応えして、以下のようなサービス
をご提供しております。

首都圏業務通関センター 03-6404-8601
関西業務通関センター 078-333-3919
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国に合わせたEPAの勉強会を開催させていた
だいたり、お取扱商品のEPAの設定情報の確認
を行っております。また、EPAが適用できるか、
原産品であるかの確認のサポート業務、例えば、
原産品確認のために産品の材料や部材に対して
HSコードの採番をしてほしいなどの困りごと
についてサポートをさせて頂いております。

マースク・耿　弊社サービス内容の一部を抜
粋して、資料５に基づいてご説明いたします。
まず、FTA/EPAなどの自由貿易協定の活用

により、関税をどの程度削減できるかの診断を
行うとともに、導入に向けた事前準備の支援を
提供しております。
次に、原産品に該当するかどうかの判定や、原

産品申告書・原産地証明書など、根拠となる関
連書類の特定と作成の代行も行っております。
また、日本本社または海外子会社や海外サプ

ライヤー向けに、実地に即したトレーニングを
提供しております。加えて、海外担当者や海外サ
プライヤーとの間でスムーズにやり取りができ
るよう、コミュニケーション面での支援も行っ
ております。
さらに、HSコードの違いによる問題の解消

や、関連法令・規則の根拠を確認する支援も提
供しております。
加えて、海外税関や商工会議所などの公的機

関における証明書発行等の個別のサポートも
行っております。
　最後に、弊社独自のテクノロジーを活用し、
HS附番の自動化や原産地のミスを自動的に
チェックするなど、業務の効率化・最適化を実
現するサービスも提供しております。

司会・伊佐　EPA利用に関する相談があった
際に、輸出面と輸入面ではどちらが多いでしょ
うか。

山九・東　弊社の場合は輸入になります。

阪急阪神・松本　輸入については既に自社で
EPA利用を進めていらっしゃるお客様も多く
いらっしゃると感じており、最近では輸出のお
問い合わせが増えて来ているように思います。
実際にご相談いただく内容では、海外に向けて
原産地証明書を取得するために産品の原産性
を確認したいというところで、産品に対する直
接材料についてのHSコードの採番に困ってい
らっしゃるといったご相談が多い印象を受けて
おります。

マースク・耿　弊社では、輸入対輸出はだいた
い６対４または７対３ぐらいで輸入の方が多い
です。

マースク・生土　少し補足しますと、輸入の方
で今まではお客様がEPAが使えるかどうかの
判定業務を行っていたのですが、この部分をア
ウトソーシングできないかとか、ご自身が思っ
ている理由付けと、実際その法令に従っている
かどうかというチェックも依頼されることか
ら、輸入の比率の方が多いということになって
おります。

認定アドバイザー業務上での苦労

司会・伊佐　輸出入の割合について各社様で
異なるという点は意外でした。その他、アドバ
イザー業務にあたって、大変な点、苦労してい
る点についても教えてください。

山九・東　一番大変だなと感じているのは、先
ほど弊社の事業形態をお伝えさせて頂いた際に
も申し上げたのですが、やはり現地での減税効
果を調べて欲しいと言われた時に、手探りで、
要は輸出時のHSコードを用いて、現地の減税効
果を判定するのですが、日本の輸出時のHSと現
地の輸入時のHSが全然違うのでそこをどうし
ていくかというところが、非常に大変な部分で
す。
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資料４：阪急阪神エクスプレスの取組み

https://www.hh-express.com/jp/solution/entry/

【【問問合合せせ先先】】

株株式式会会社社阪阪急急阪阪神神エエククススププレレスス

通通関関シシンンククタタンンクク

TUKAN-THINKTANK@jp.hh-express.com

EEPPAA活活用用でで様様々々ななメメリリッットトがが期期待待ででききまますす

戦戦略略的的にに、、ココスストト削削減減、、取取引引拡拡大大へへ

関関税税負負担担のの減減少少

販販売売価価格格力力のの増増加加

受受注注生生産産のの増増加加

輸輸出出価価格格のの優優位位

阪阪急急阪阪神神エエククススププレレススののEEPPAA支支援援体体制制強強化化

EEPPAA関関税税認認定定アアドドババイイザザーー

ががササポポーートトししまますす

EEPPAA関関税税認認定定アアドドババイイザザーーととはは 日日本本通通関関業業連連合合会会かからら認認定定（（財財務務省省後後援援））さされれたた通通関関士士

EEPPAA税税率率のの適適用用可可否否やや原原産産地地ななどどおお手手伝伝いいししまますす

輸輸入入者者ののメメリリッットト例例 輸輸出出者者ののメメリリッットト例例

ままずずははおお気気軽軽ににごご相相談談くくだだささいい

勉勉強強会会のの開開催催もも可可能能でですす
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資料５：マースクの取組み

A.P. Moller - Maersk
Global Trade & Customs Consulting
マースク関税・貿易コンサルティングサービス

WCO、税関、BIG4コンサルティングファーム、事業会社、貿易システム会社出身の
約100名の専門家が日本を含むグローバルに在籍しており、制度解釈と実務に即した
高度なコンサルティングが提供可能

世界の貨物の20％の輸送データと輸出入通関データを自社で所有しているため、迅速で
正確な包括的分析と最善の解決策を提供

日本を含むグローバルで現場を深く理解した2,500名の通関士を擁する通関実務部門と
連携し、調査・分析と戦略策定にとどまらず、現場の実行支援までをサポート

❑FTA/EPAなどの自由貿易協定を活用した関税削減の試算と導入支援
❑原産品判定、原産地証明書の申請代行、ならびに原産品申告書、根拠書類の作成代行
❑国内外のサプライヤー向け証明書作成の実地トレーニング
❑購買担当・海外サプライヤー間の円滑なコミュニケーション支援
❑HSコードの齟齬解消と法令根拠の精査支援
❑海外税関・商工会議所での証明書発行手続き・質疑応答支援
❑AIを活用した独自の効率的貿易管理（HSコードや原産地）ソリューション
❑政府（税関）向けの制度設計・運用改善コンサルティングサービス

GTCCのサービス

Why GTCC

輸出入業務のベストプラクティスを反映し、国際貿易における法令遵守と品目分類を
自動化・効率化する独自アプリケーションを活用

弊社では、上記サービスに加え、品目分類・関税評価・原産地管理・日本国内外の他法令や輸出入手続きなど関税・貿易コンプライアンスに係る
包括的なサービスをご提供しております。
https://www.maersk.com/ja-jp/supply-chain-logistics/customs-services/services/global-trade-and-customs-consulting

より詳しくお知りになりたい場合には、下記連絡先までご遠慮なくお問い合わせください。
epa-gtcc@maersk.com
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また、対比表作成の支援をするにあたり、部
品の商品情報を頂くのも非常に苦労している点
です。

マースク・生土　短納期でお客様がリクエス
トされるっていうところがあります。短納期の
中で先ほどおっしゃられたようにパーツのリス
トを全部くださいと言っても、やはりお客様か
らなかなかいただけないことがあります。
また、やはり通関士ごと、アドバイザーごと

に得意分野にバラつきがあるところだと思いま
す。

阪急阪神・新井　最近あった事例はHSコード
の採番依頼で、品目数がかなり多くかつ納期ま
であまり日数がない案件でした。人員配置を変
えて総動員で取り組むなど、案件によって関わ
る人数を変更する部分が大変でした。
また、価格設定については一律に決まってい

るものがなく、案件毎に決めざるを得ない点に
苦労しています。HS採番については今まで通
関業務の中で無償で行われてきた土壌があるの

で、なぜ今回から急に有償になるのかなど苦情
にも繋がりかねませんし、それでお客様を失っ
ては元も子もありません。新規のお客様であれ
ば有償で対応しやすいですが、既存のお客様で
あればあるほど、有償での対応に切り替えるの
に際して難しい面があると感じております。

司会・伊佐　料金設定は非常に難しい話です
し、各社様毎に考えも異なるかと思います。こ
の料金設定の難しさというのは、皆様感じられ
ていますでしょうか。

山九・東　その通りです。非常に悩んでおりま
す。

マースク・生土　弊社は社内でも料金設定が
実は違います。私たちは通関業務を行っている
ので、ほぼ無償でやるところという印象が強い
チームです。しかし、GTCCのコンサルティン
グチームにはまた別で料金設定があり、そこで
お客様にご納得いただいて初めてサービスを提
供するっていうところがありますので、先ほど
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おっしゃったように、既存のお客様に対してこ
のサービスを提供するというのは、少しハード
ルが高くなっています。

司会・伊佐　また、アドバイザー業務を行うに
あたって、特に輸出の相談に関しては、最終的
には相手国税間の見解次第という難しさもある
かと思います。最後どこまで責任を持ってアド
バイスできるかというところで、そうしたリス
クに対してはどのように対応されていますか。

山九・中村　現地でもし使えなかった時のリ
スクの回避としては、契約書を結ぶ、もしくは
スポットであれば見積書の中にきちんとそのこ
とを謳っておくということがあります。あくま
でアドバイスであって、現地のHSコード等は輸
入地のHSコードに基づくものなので、そこまで
は責任を負わないということを明確に示してお
くことで、そのリスク回避ができると思ってい
ます。

山九・中村　実際に輸出のお客様の方から相
談を受ける時に、それが長年の取引であれば、
輸入地側のHSコードは分かりますが、商談段階
でお客様から相談を受けることもあります。日
本からの輸出のHSコードがこれだったらこう
なる、ただし、その輸出者様も現地の方に見積

もりを出す時には、実際に現地で
の輸入のHSコードによりますと
いう形で、リスクを軽減して頂く
ように提案しております。

マースク・耿　考え方としては
ほぼ同じですが、提案見積書、契
約書、成果物の後ろに免責事項
（Disclaimer）として伝えさせてい
ただいております。そして、クラ
イアントのご了承の上、サービス
を提供しております。

阪急阪神・松本　弊社も山九様とマースク様
と同じで、見積書や契約書等で免責事項を記載
することでリスクに対応しております。また契
約を結ぶ前のご相談の際に、現地輸入時のHS
コードは、日本と見解が異なる事があり、EPA
を検討する上での産品のHSコードは、輸入国税
関の見解が優先される為、現地へご確認いただ
いてから調査を行う流れが確実であることとリ
スクをお伝えさせていただいた上で、お客様の
状況に応じて対応を相談しご依頼をいただいて
おります。

評価されている事例

司会・伊佐　最後に、各社の業務の中で、強み、
あるいはお客様からもよく相談があって評価を
されている内容や業務事項がありましたらご紹
介いただけますでしょうか。

山九・東　適正にEPAを適用するにあたって、
お客様の方に商品の質問を詳細にさせて頂いて
います。それで、お客様の方にかなりご負担をお
かけするようなことになってはいますが、そこ
までやって頂いているから、やはり商工会議所
の方にも自信を持って説明できるので、どうも
有難う御座いますという評価を頂いています。
やはりその辺の品質ですね。そこは、弊社は自



2026.04　貿易と関税　59

信を持っております。

阪急阪神・松本　弊社だけではないですが、弊
社には各国に現地法人がございますので、現地
法人へも情報を確認できるネットワークがある
ことにより、現地での情報についてもお客様へ
自信を持って回答・サービスを提供できるとい
う点については、強みの一つだと思っておりま
す。日本側で調査した現地の情報について疑問
がある場合やお客様が現地からのEPA適用に
関する連絡で困られていることを弊社側でも現
地法人の担当者に協力を仰ぎ確認を行う場合も
ございます。グローバルなネットワークでサ
ポートさせて頂けることはお客様にとっても心
強いのではと感じております。

マースク・耿　マースクでは、通関業務とコ
ンサルティング業務は分かれておりまして、そ
れぞれ異なる役割分担のもとでサービスを提供
しております。コンサルティング部門について
は、グローバルネットワークを有しており、今
は紛争地域以外はほぼ全世界をカバーしており
ます。全世界で100以上のコンサルタントと、約
2,500名の通関士が在籍しており、これは大きな
強みの一つだと思っております。もう一つは、
コンサルタントの中には、各国税関とWCOを含
む政府・国際機関出身の人が多いので、最近は
発展途上国の税関や政府に対して制度づくりの
段階から関与するサービスも行っております。

マースク・生土　少しグローバルのところに
集中してしまいましたが、自己紹介の時に弊社
の田中の方からもありましたように、とあるグ
ローバルなお客様のところで勉強させていただ
いたり、長くお付き合いのあるお客様からEPA
の適用についてのご相談を受けたりしたところ
で、これまでは通関のみのサービス提供だった
ところから、徐々に信頼を得て、コンサルのよう
なサービスも知っていただき、通関業務をきっ
かけに、そこからコンサルサービスまで広がっ

ていくというところが当社の強みになってきて
おります。

司会・伊佐　ありがとうございます。皆様、答
えにくい質問もあったかもしれませんが、ご回
答いただきありがとうございました。それでは
平田経済連携室長より、財務省・税関の認定ア
ドバイザーへの後方支援についてお話をお願い
します。

関税局・税関による認定アドバイザー
への後方支援

経連室・平田　本日は各アドバイザーの方か
ら、お話を大変興味深く拝聴いたしました。財
務省関税局・税関としましても、引き続きアド
バイザーの方の支援を優先的に行ってまいりた
いと考えております。
アドバイザー業務を行う中で相手国での
EPAの適用という話もありましたが、お客様か
らのご相談の中には協定解釈が絡んできたり、
EPAの相手国でトラブルが発生し相手国との
調整が必要になってくるというような事案、場
面も出てくることもあると思います。そういっ
た場合には、ご遠慮なく財務省関税局・税関に
ご相談、お問い合わせいただければと考えてお
ります。
またEPAの直近の動きや原産地規則、関税分
類の専門知識などについても、アドバイザーの
方には、関税局・税関からも引き続きプッシュ
方式で能動的に情報をお伝えさせていただくよ
うにして、常にアドバイザーの方が最新のEPA
の動き、知識を持っていただけるような形にし
たいと考えております。
財務省としてもアドバイザーの方の活動を全
面的に支援しておりますので、輸出入事業者の
方にはEPAの利活用にあたり、ぜひアドバイ
ザーの方にご相談いただければと考えておりま
す。本日はありがとうございました。
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EPA関税認定アドバイザー制度の今後
の展望

司会・伊佐　最後に、EPA関税認定アドバイ
ザー制度の今後の展望について今野専務理事か
らお願いします。

通関業連合会・今野　本日は皆様、ありがとう
ございました。実態を詳しく伺うことができて
非常に参考になりました。認定制度は、昨年６
月にスタートして、まだ１年も経っておりませ
ん。しかも十分な準備期間を経て立ち上げたわ
けでもありません。皆さんのご意見を伺いなが
ら、より良い制度、皆さんに喜ばれる制度とな
るよう育てていかなければいけないと思ってい
ます。認定アドバイザーは認定が目的ではなく、
あくまでも手段であると考えています。冒頭で
も申し上げましたが、通関業・通関士が今後と
も持続可能な業界・資格として、今後とも永続
的に続くための手段として、この制度を利用し
ていただきたいというのが連合会としての立場
であります。課題として、２つあると考えてい
ます。
１つは、先ほど来、皆様から認定アドバイザー

に対する認知度について、必ずしも高くないと
いうか、低いという指摘がありました。連合会
としてもその点は重々承知しております。広報
をより強化し、認定アドバイザーの認知度を高
めていかなければいけないと思っています。関
税局・税関のご当局には、引き続き、ご支援、
ご協力、ご指導をよろしくお願いするとともに、
JETRO、日本商工会議所といったところとも連
携しつつ、認知度を高める努力を行っていきた
いと思っておりますので、皆さんもご協力をお
願いします。
２つ目は、この認定アドバイザー制度に対す

る業界や通関士の方々の理解、なぜ連合会がこ
んなことをやっているのかということがまだ十
分に理解されていないと思っております。この

点については、連合会から会長をはじめスタッ
フが、各地を回りながら、意見交換や説明会を
やっていきたいと思いますので、各地区にお邪
魔した際にはご協力、ご支援をお願いしたいと
思います。
また、認定アドバイザー制度には、現状「EPA

関税」という冠が付いています。現時点では致
し方ないと思っておりますが、将来的には関税
全般に関するアドバイザーになればいいなと思
います。そうなることにより、EPAに限らず、
関税全般に関するアドバイザーとして、通関士
の皆様がより広範囲に活躍できるような業界に
なればいいなと考えております。本日、座談会
に出席された認定アドバイザーの方々の活躍が
重要と考えておりますので、よろしくお願いし
ます。

司会・伊佐　ありがとうございました。以上を
もちまして、EPA関税認定アドバイザーの座談
会を終わります。

（以上）


